
場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

ステーションステーション

〇
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
（
４

分
の
３
免
除
、
半
額
免
除
、
４
分

の
１
免
除
）
の
保
険
料
が
免
除
に

な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

退
職
（
失
業
）
の
場
合

　
通
常
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

は
、
申
請
者
本
人
、
配
偶
者
及
び

世
帯
主
の
前
年
の
所
得
が
審
査
の

対
象
に
な
り
ま
す
が
、
退
職
（
失

業
）
時
の
免
除
申
請
は
、
退
職

（
失
業
）
さ
れ
た
方
の
前
年
の
所

得
が
ゼ
ロ
と
し
て
審
査
さ
れ
ま

す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
退
職
さ
れ
た
方
の
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
、
失
業
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
書
の
写
し
及
び
本
人
確
認
書

類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
等
）

問
　
保
険
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、

国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
と
き
は
、

厚
生
年
金
（
ま
た
は
共
済
年
金
）

か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
出

が
必
要
で
す
。

　
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
配
偶
者
も
、
国
民
年

金
へ
の
変
更
の
届
出
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

退
職
と
同
時
に
会
社
員
（
ま
た

は
公
務
員
）
の
配
偶
者
に
扶
養

さ
れ
る
場
合
は
、
配
偶
者
の
勤

務
し
て
い
る
会
社
（
ま
た
は
共

済
組
合
）
へ
の
届
出
が
必
要
で

す
。

定
額
保
険
料
額

　
月
額
１
７
，５
１
０
円

　
（
令
和
７
年
度
）

会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

　
国
民
年
金
の
手
続
き
は

　
　
　
　
お
済
み
で
す
か
？

体
験
教
室 

参
加
者
募
集
！

万
華
鏡
を
作
っ
て
み
よ
う
！

　
年
金
記
録
の
確
認
、
年
金
の
請

求
、
年
金
見
込
み
額
の
試
算
な

ど
、
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
に
つ

い
て
の
ご
相
談
・
手
続
き
を
お
受

け
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

時
　
３
月
19
日
（
木
）

　
　
10
時
〜
11
時
30
分

　
　
13
時
〜
15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※

電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

　
を
受
付
し
て
い
ま
す
）

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
本
人
通
知
制
度
と
は
、
住
民
票

の
写
し
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
本
人

の
代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た

と
き
、
事
前
登
録
者
に
対
し
て
交

付
し
た
事
実
を
通
知
す
る
制
度
で

す
。

　
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
不
正
請

求
の
抑
止
と
早
期
発
見
に
大
き
な

効
果
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
大
切
な

個
人
情
報
を
守
る
た
め
に
ご
登
録

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
登
録
し
た
方
の
住
民
票

の
写
し
や
戸
籍
謄
本
な
ど
の
交
付

を
差
し
止
め
る
制
度
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
環
境
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

納　期　限
今月の納期限は３月31日（火）です
♢国民健康保険税（９期）
♢後期高齢者医療保険料（９期）
♢介護保険料（３月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
　人権擁護委員が常駐しています。

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　３月11日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

　
身
近
な
水
環
境
保
全
の
た
め
、

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理

浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換
等
に
は
、
補

助
金
が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
い
た
だ
く
か
、
市
民
環
境
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
市
民
環
境
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

本
人
通
知
制
度
を

　
　
　
　
ご
存
じ
で
す
か
？

単
独
処
理
浄
化
槽
を

　
　
　
　
お
使
い
の
皆
様
へ

ステーションステーション

　
市
役
所
で
の
各
種
手
続
き
や
制

度
案
内
の
ほ
か
、
暮
ら
し
に
役
立

つ
身
近
な
情
報
な
ど
を
ま
と
め
た

「
御
坊
市
暮
ら
し
の
便
利
帳
」
を

市
内
全
世
帯
へ
無
料
配
布
し
ま

す
。

　
３
月
末
ま
で
に
届
か
な
い
場
合

は
企
画
政
策
課
秘
書
室
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
　
企
画
政
策
課 

秘
書
室 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
３
・
５
０
７
７

　
不
安
や
悩
み
を
抱
え
込
ん
で
し
ま

う
と
、
気
持
ち
が
追
い
込
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と

き
は
、
ひ
と
り
で
我
慢
せ
ず
、
家
族

や
友
人
、
相
談
窓
口
な
ど
信
頼
で
き

る
人
に
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、
大
切
な
人
が
悩
ん
で
い

る
と
き
に
は
、
勇
気
を
出
し
て
優

し
く
声
を
か
け
、
話
に
耳
を
傾
け

て
く
だ
さ
い
。

相
談
先

　
い
の
ち
S
O
S
（
24
時
間
365
日
）

　
☎
０
１
２
０
・
０
６
１
・
３
３
８

　
そ
の
他
の
電
話
相
談
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
チ
ャ
ッ
ト
で
の
相
談
は
、
次
の

二
次
元
コ
ー
ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
社
会
福
祉
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

御
坊
市
暮
ら
し
の
便
利
帳
を

　
　
　
　
　
無
料
配
布
し
ま
す

不燃・大型ごみ
を出す日

◇資源ごみ
　 ３日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　10日（第２火曜日）
31日（第５火曜日）
◇燃えないごみ
　17日（第３火曜日）
◇燃えない大型ごみ
　24日（第４火曜日）
☆スプレー缶、カセットボンベ
等は必ず中身を使い切ってか
ら穴をあけ、資源ごみとして
出してください。

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

　
ひ
き
こ
も
り
に
悩
ん
で
い
る
方

へ
の
支
援
と
し
て
、
相
談
や
自
由

に
集
え
る
居
場
所
が
あ
り
ま
す
。

相
談
先

①
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

　
☎
０
８
０
・
１
４
９
０
・
５
９
２
７

　
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　vidalibre.am
igo@

gm
ail.com

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

②
ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口

　
市
役
所
２
階 

社
会
福
祉
課
内

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
０

時
　
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

料
　
無
料

居
場
所

時
　
火
〜
土
曜
日
　
13
時
〜
17
時

　
　※

初
回
の
み
要
連
絡

場
　
美
浜
町
和
田
１
１
３
１
ー

２

申
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ヴ
ィ
ダ
・
リ
ブ
レ

問
　
社
会
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
３
９
０

御坊広域清掃センター
「直接持込」

◇平日
　 ８：00～11：45
　12：45～16：00
◇休日【３月15日（日）】
　 ８：00～11：30
　※搬入許可申請書が必要です。
入手方法　
・HP（御坊広域行政事務組合、市役所）
・窓口
（御坊広域清掃センター、市役所、
　市民サービスコーナー（名田））

ポリ塩化ビニル製品の
分別変更について

　ビニール類の内、ビニール
ホースやビニールプール、浮き
輪などのポリ塩化ビニル製品
（PVC）は「燃えないごみ」と
して分別をお願いします。
　ごみの分け方(ポスター版)には
「小型プラスチックごみ」枠に
表示されていますので、お間違
えの無いようご注意ください。
　市民の皆様には、大変お手数
をおかけしますが、ご理解ご協
力をよろしくお願いします。

３
月
は

　
　
自
殺
対
策
強
化
月
間
で
す

ひ
き
こ
も
り
相
談
と
居
場
所

令和８年４月１日から
自転車の違反にも青切符が導入されます
　令和８年４月１日から自転車をはじめとする軽車両にも、自動
車等と同様に交通反則通告制度（「青切符」による取り締まりを
行う反則金制度）が適用になります。
　取り締まりの対象年齢は16歳以上で、「一時不停止」「信号無
視」「携帯電話の使用等」「二人乗り」「無灯火」など多くの違
反行為が反則金制度の対象となります。
　車両の運転者として自覚と責任を持ち、今まで以上に、ルール
をしっかり守りましょう。
　また、自転車利用者は、ヘルメットの着用が努力義務となって
いますが、自転車乗車中の事故で、ヘルメット非着用者は、着用
者に比べて約１．７倍も死亡・重傷の割合が高く
なっています。
　転倒や予期せぬ事故の衝撃から命を守るため、ヘ
ルメットを正しく着用しましょう。

♦問い合わせ　御坊警察署　☎0738-23-0110

広報ごぼう 令和８年３月号広報ごぼう 令和８年３月号 8


